
職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する専門家検討会 

開催要綱 

 

１ 趣旨・目的 

平成 26 年６月 25 日、労働安全衛生法の一部を改正する法律が公布され、

職場の受動喫煙防止対策の推進については平成27年６月１日から施行される

こととなったところである。 

同法では、事業者は労働者の受動喫煙を防止するため当該事業者及び事業

場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとされており、今後、事

業者による自主的な取組みが望まれるところであるが、現状、効果的な対策

の手法に関する情報については十分とは言い難いところである。 

このため、厚生労働省労働基準局安全衛生部長の下に有識者の参集を求め、

事業者が受動喫煙防止対策を講ずる際に、当該対策について技術的に留意す

ることが望まれる事項に関して検討を行う。 

 

２ 事項 

次に掲げる事項について、検討を行う。 

（１）屋内全面禁煙（屋外喫煙所の設置）、空間分煙及び換気措置を講ずる場

合に技術的に留意することが望まれる事項について 

（２）その他 

 

３ 構成等 

（１）本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が、別紙の参集者の参

集を求めて開催する。 

（２）本検討会に座長を置き、座長は議事を整理する。座長は、厚生労働省労

働基準局安全衛生部長が、名簿に記載されている者のうちから指名する。 

（３）参集者に事故あるときは、代理の者に出席をさせることができる。 

（４）座長に事故あるときは、座長代理を置き、座長代理は議事を整理する。 

（５）本検討会は、必要に応じ、参集者以外の者に出席を求めることができる。 

（６）安全衛生部長は、必要に応じて、別紙の参集者以外の者を新たに参集者

として指名することができる。その場合、座長の承認を要する。 

（７）本検討会の参集者等は、本検討会において知ることのできた秘密を漏ら

してはならないものとし、検討会終了後も同様とする。 

 

４ その他 

（１）本検討会は、原則として公開するものとする。ただし、個人情報、個別

企業等に係る事案を取り扱うときは非公開とする。 

（２）本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において

行う。 
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